（介護予防）特定施設入居者生活介護　重要事項説明書
（特定施設　シルバーメディケア南仙台）

１　（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスを提供する事業者
	事業主体の名称
	株式会社福祉ケアサービス

	事業主体の代表者の氏名及び職名
	代表取締役　　阿部孝治

	事業主体の主体たる所在地等
	所在地
	宮城県仙台市若林区土樋104プラザ・コアビル6F

	
	電話番号
	022-217-3115

	
	ＦＡＸ番号
	022-217-7506

	事業主体の設立年月日
	



２　利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地
	事業所名称
	特定施設　シルバーメディケア南仙台

	介護保険指定
事業所番号
	0475405148

	事業所所在地
	宮城県仙台市太白区中田5丁目4番20号

	連絡先
相談担当者
	022-306-2877　 生活相談員

	入居定員／居室数
	17名／15室



(2)事業の目的及び運営の方針
	事業の目的
	事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者
が、要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）にある高齢者に対し、適正な特定施設
入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。

	運営の方針
	・特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、特定施
設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
・介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
・　事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。





(3)事業所の職員体制

	職種
	職務内容
	人員数

	管理者
	管理者は、従業者及び実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定される指定特定施設入居者生活介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
	常　勤1名
介護員と兼務

	計画作成担当者
	計画作成担当者は、利用者又は家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだサービス計画を作成する。
	常　勤1名
介護員と兼務

	生活相談員
	生活相談員は、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。
	常　勤3名
内2名介護職員2兼務
内1名事務職員と兼務


	看護職員
	看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講ずるものとする。
	常　勤2名
非常勤3名
内2名
機能訓練指導員と兼務

	介護職員
	介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
	常　勤11名
非常勤2名
内2名
生活相談員と兼務
内1名管理者と兼務
内1名ケアマネと兼務

	機能訓練指導員
	機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
	常　勤2名
看護師と兼務

	事務職員
	必要な事務を行う。
	常　勤1名
内1名生活相談員と兼務




３　提供するサービス内容及び費用について
(1) サービス内容
	サービス区分と種類
	内容

	（介護予防）特定施設入居者生活介護計画の作成
	1 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた（介護予防）特定施設入居者生活介護計画を作成します。
2 （介護予防）特定施設入居者生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
3 （介護予防）特定施設入居者生活介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、特定施設入居者生活介護計画書を利用者に交付します。
4 それぞれの利用者について、（介護予防）特定施設入居者生活介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

	食事
	利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。

	入浴
	自立心や自尊心に配慮しながら保清のため入浴の介助等を行います。

	排せつ
	自立心や自尊心に配慮しながら保清のため排せつの介助等を行います。

	離床、着替え、整容等の日常生活上の世話
	1　寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。
2　生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
3　個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。

	機能訓練
	機能訓練指導員により入所者に適した機能訓練を行い、身体機能の低下防止に努めます。

	健康管理
	1　看護職員により状況に応じて適切な措置を講じます。
2　外部の医療機関に通院する場合は、その介助について出来る限り配慮します。

	レクリエーション等
	定期的に交流や活動ができる場を提供します。

	相談及び援助
	入所者とその家族からの相談に応じます。



(2) （介護予防）特定施設入居者生活介護従業者の禁止行為
従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
1 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。）
2 利用者又は家族の預貯金通帳、証書、書類などの預かり
3 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
4 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）
5 その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について
（１）特定施設入居者生活介護の利用料
	区分・要介護度
	基本単位
	利用料（1日）
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	
	要介護１
	542
	5566円
	557円
	1114円
	1670円

	
	要介護２
	609
	6254円
	626円
	1251円
	1877円

	
	要介護３
	679
	6973円
	698円
	1395円
	2092円

	
	要介護４
	744
	7640円
	764円
	1528円
	2292円

	
	要介護５
	813
	8349円
	835円
	1670円
	2505円



（２）介護予防特定施設入居者生活介護の利用料
	区分・要介護度
	基本単位
	利用料（1日）
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	
	要支援１
	183
	1879円
	188円
	376円
	564円

	
	要支援２
	313
	3214円
	322円
	643円
	965円












（4）加算料金

各算定の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算・減算されます。
	加算
	基本単位
	利用料
	利用者負担
	算定回数等

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担
	

	入居継続支援加算(Ⅰ)
	36
	369円
	37円
	74円
	111円
	１日につき

	入居継続支援加算(Ⅱ)
	22
	225円
	23円
	45円
	68円
	１日につき

	生活機能向上連携加算(Ⅰ)
	100
	1027円
	103円
	206円
	309円
	１月につき（原則３月に１回を限度）

	生活機能向上連携加算(Ⅱ)
	200
	2054円
	206円
	411円
	617円
	１月につき
(個別機能訓練加算算定の場合は（Ⅰ）ではなく（Ⅱ）を算定。この場合の（Ⅱ）は100単位)

	個別機能訓練加算(Ⅰ)
	12
	123円
	13円
	25円
	37円
	１日につき

	個別機能訓練加算(Ⅱ)
	20
	205円
	21円
	41円
	62円
	１月につき

	ADL維持等加算（Ⅰ）
	30
	308円
	31円
	62円
	93円
	１月につき

	ADL維持等加算（Ⅱ）
	60
	616円
	62円
	124円
	185円
	１月につき

	夜間看護体制加算（Ⅰ）
	18
	184円
	19円
	37円
	56円
	１日につき

	夜間看護体制加算（Ⅱ）
	9
	92円
	10円
	19円
	28円
	１日につき

	若年性認知症入居者受入加算
	120
	1232円
	124円
	247円
	370円
	１日につき

	協力医療機関連携加算（Ⅰ）
	100
	1027円
	103円
	206円
	309円
	１月につき

	協力医療機関連携加算（Ⅱ）
	40
	410円
	41円
	82円
	123円
	１月につき

	退居時情報提供加算
	250
	2567円
	257円
	514円
	771円
	１回につき

	口腔・栄養スクリーニング加算
	20
	205円
	21円
	41円
	62円
	１回につき（原則６月に１回を限度）

	科学的介護推進体制加算
	40
	410円
	41円
	82円
	123円
	１月につき

	退院・退所時連携加算
	30
	308円
	31円
	62円
	93円
	１日につき

	高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）
	10
	102円
	11円
	21円
	31円
	１月につき

	高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）
	5
	51円
	6円
	11円
	16円
	１月につき

	新興感染症等施設療養費
	240
	2464円
	247円
	493円
	740円
	１日につき

	看取り介護加算（Ⅰ）
	72
	738円
	74円
	148円
	222円
	死亡日以前31日以上45日以下

	
	144
	1478円
	148円
	296円
	444円
	死亡日以前４日以上３０日以下

	
	680
	6983円
	699円
	1397円
	2095円
	死亡日の前日及び前々日

	
	1,280
	13145円
	1315円
	2629円
	3944円
	死亡日

	看取り介護加算（Ⅱ）
	572
	5874円
	588円
	1175円
	1763円
	死亡日以前31日以上45日以下

	
	644
	6613円
	662円
	1323円
	1984円
	死亡日以前４日以上３０日以下

	
	1180
	12118円
	1212円
	2424円
	3636円
	死亡日の前日及び前々日

	
	1780
	18280円
	1828円
	3656円
	5484円
	死亡日

	認知症専門ケア加算（Ⅰ）
	3
	30円
	3円
	6円
	9円
	１日につき

	認知症専門ケア加算（Ⅱ）
	4
	41円
	5円
	9円
	13円
	

	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	22
	225円
	23円
	45円
	68円
	1日につき

	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　
	18
	184円
	19円
	37円
	56円
	

	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　
	6
	61円
	7円
	13円
	19円
	

	生産性向上推進体制加算（Ⅰ）
	100
	1027円
	103円
	206円
	309円
	１月につき

	生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
	10
	102円
	11円
	21円
	31円
	１月につき

	介護職員処遇改善加算Ⅰ
	所定単位数に12.8％乗じたもの
	左記の単位数×10.27
	左記の
1割
	左記の
2割
	左記の
3割
	基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数（所定単位数）に応じて算出

	介護職員処遇改善加算Ⅱ
	所定単位数に12.2％乗じたもの
	
	
	
	
	

	介護職員処遇改善加算Ⅲ
	所定単位数に11.0％乗じたもの
	
	
	
	
	

	介護職員処遇改善加算Ⅳ
	所定単位数に8.8％乗じたもの
	
	
	
	
	

	業務継続計画未実施減算
	所定単位数に3％乗じたもの
	左記の単位数×10.27
	左記の
1割
	左記の
2割
	左記の
3割
	基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数（所定単位数）

	高齢者虐待防止措置未実施減算
	所定単位数に1％乗じたもの
	
	
	
	
	


要介護４か要介護５の認定を受けている方で、「難病指定を受けている、末期がん、胃瘻、在宅酸素、インスリン注射が必要な方」のいずれかに該当する場合は、該当した日から当施設からの介護保険分の請求の免除を行います。上記の介護認定や状態に非該当となった場合には、非該当となった日から通常通りの請求を行います。 また、介護度関係なく、難病相当の疾患で医療費負担減が見込めず、入居継続に介護保険料自己負担分免除が貢献すると認められる場合には申請いただき、当法人にて承認した場合は、同様に免除します。（難病相当の疾患とは、主治医が判断する）尚、いずれの場合も免除の対象となるのは介護保険の自己負担分が発生する方に限ります。尚、以上の免除については介護保険制度の改定内容や法人の方針等により終了する場合があります。














４　その他費用について
	1  食費（普通食）
	朝食
	５５０円

	
	昼食
	６９０円

	
	夕食
	６８０円

	
	おやつ
	１５０円

	

2  食費（特別食）
	朝食
	６５０円

	
	昼食
	７９０円

	
	夕食
	７８０円

	
	おやつ
	２００円

	※軽減税率（8％）の対象となる飲食料品の提供は、上記の①食費（普通食）のみです。それ以外の飲食料品の提供は、軽減税率の対象外となります。
※イベント等での特別食は実費負担となります。
※食事・おやつのキャンセルは１週間前までにお申し出ください。

	3 賃貸契約に基づく費用
	家賃、管理費（共益費）、水道光熱費

	4 　そ  の  他
	日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められる下記の項目などについて、実費をいただきます。
・理美容代、外注によるクリーニング代
・利用者の希望により提供する日常生活上必要な身の回り品
・外出の送迎代（普通車1,200円　ワゴン車1,800円／15分）
　※協力医療機関（館腰クリニック）への送迎は無料
・外出の付き添い代（1,200円／15分）
※協力医療機関（館腰クリニック）での付き添いは無料
・入浴代（対応職員1名につき1,800円／回）
※週３回までは施設サービスに含む
・買い物代行代（対応職員1名につき1,200円／15分）
・特殊な福祉用具の貸与代
・複写物の交付代
・教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事に係る費用



５　利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法に
ついて
	1 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、その他の費用の請求方法等
	1 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
2 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日頃に利用者あてにお届け（郵送）します。


	2 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、その他の費用の支払い方法等
	1 サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の２０日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
2 お支払いの確認をしましたら、領収書をお届け（郵送）しますので、必ず保管されますようお願いします。


※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で未払い分をお支払いいただくことがあります。
６　サービスの提供にあたって
（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
（3） 利用者に「特定施設入居者生活介護計画」又は｢介護予防特定施設入居者生活介護計画｣を作成します。なお、作成した「特定施設入居者生活介護計画」又は「介護予防特定施設入居者生活介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
（4） サービス提供は「特定施設入居者生活介護計画」又は｢介護予防特定施設入居者生活介護計画｣に基づいて行います。計画の内容は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
（5） 特定施設入居者生活介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

７　虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。
	虐待防止に関する担当者
	管理者・計画作成担当者・生活相談員


（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。
（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

８　身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
９　緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
	【主治医】
	医療機関名　 館腰クリニック
氏名　       益子　啓 先生
電 話 番 号  ０２２－３８３－６６８０



１０　事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により事故が発生した場合は、事故の内容に応じて市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
	保険会社名
	東京海上日動火災保険株式会社

	保険名
	介護サービス事業者賠償責任保険

	補償の概要
	人身事故、物損事故等



１１　サービス提供の記録
1 特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供したサービス内容等の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
2 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。複写物の用紙はA4サイズのみとし、1枚につき10円徴収します。

１２　非常災害対策
1 事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。
災害対策に関する担当者　職・氏名：（管理者　森　牧子　）
2 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
3 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
避難訓練実施時期：（毎年２回　　８月・２月予定）

１３　衛生管理等
(1)特定施設入居者生活介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2)食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
1 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3 従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。


１４　業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

１５　サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
1 利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため下表の窓口を設置します。
2 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するために対応します。

(2) 苦情申立の窓口
	事業者（当施設）の窓口
	電話番号  022-306-2877
ファックス  022-306-2878
受付時間  8：30～17：30

	仙台市市役所　健康福祉局
保険高齢部介護事業支援課
施設指導係
	所 在 地　仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階
電話番号　022-214-8318

	仙台市太白区役所
介護保険課介護保険係
	所 在 地　仙台市太白区長町南三丁目1番15号
電話番号　022-247-1111（代）

	宮城県国民健康保険団体連合会
介護保険課介護相談室
	所 在 地　仙台市青葉区上杉1-2-3自治会館6階
電話番号　022-222-7700

	苦情解決　第三者委員
仙台市太白区中田町南町内会長
川村祐毅　様
	電話番号　022-241-5577



















以上の内容について、利用者に説明を行いました。

	この重要事項説明書の説明年月日
	令和　　　　　年　　　　　月　　　　日




	    事業者
	所在地
	宮城県仙台市若林区土樋104プラザ・コアビル6F

	
	法人名
	株式会社福祉ケアサービス

	
	代表者名
	代表取締役 阿部　孝治

	
	事業所名
	特定施設　シルバーメディケア南仙台

	
	説明者氏名
	




　上記内容の説明を事業者から受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
	利用者
	住　所
	

	
	氏　名
	



	代理人
	住　所
	

	
	氏　名
	


	
	続　柄
	





